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平成 27 年 ７ 月 31 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ５９ 　号）

　　　　公安委員会
○石川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 １

　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 七 月 三 十 一 日

石 　 川 　 県 　 公 　 安 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号

　　　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 五 条 第 一 項 の 表 五 の 項 ３ ホ を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　 ホ�　 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 十 九 条 の 三 第 七 項 に 規 定 す る 医 療 受 給 者 証 の 交 付 を 受 け

て い る 者 （ 児 童 福 祉 法 第 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 小 児 慢 性 特 定 疾 病 及 び 同 条 第

二 項 の 規 定 に 基 づ き 当 該 小 児 慢 性 特 定 疾 病 ご と に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 疾 病 の 状 態 の 程 度 （ 平 成 二 十 六 年 厚

生 労 働 省 告 示 第 四 百 七 十 五 号 ） 第 十 四 表 に 掲 げ る 色 素 性 乾 皮 症 に 罹
り

患 し て い る 者 に 限 る 。 ）

　 第 十 二 条 第 九 号 中 「 リ ツ ト ル 」 を 「 リ ッ ト ル 」 に 、 「 キ ロ ワ ツ ト 」 を 「 キ ロ ワ ッ ト 」 に 改 め 、 「 又 は 原 動 機 付 自 転 車 」

の 下 に 「 （ 法 第 七 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 行 う 搭 乗 型 移 動 支 援 ロ ボ ッ ト の 公 道 実 証 実 験 に お い て 使 用

さ れ る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。

　 第 十 四 条 第 十 一 号 中 「 実 証 実 験 」 の 下 に 「 又 は 人 の 移 動 の 用 に 供 す る ロ ボ ッ ト の 実 証 実 験 」 を 加 え る 。

　 別 記 様 式 第 一 の 四 中
「 □　 小児慢性特定疾患児手帳保有者使用車両

　　　 手帳保有者氏名 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 」
を

「 □　 医療受給者証保有者使用車両
　　　 医療受給者証保有者氏名 （　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 」

に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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